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Ⅰ．特定健康診査の対象者と検査項目 

１．対象者  

特定健診の対象者は、福島市国民健康保険の加入者で、年度内 40 歳から 75 歳以下の年齢に達す

る者（75 歳未満の人に限る）とする。ただし、75 歳の誕生日以降の者は、後期高齢者健診対象者となる。

医療機関は、健診受診時に必ず、福島市国保保険証と市で発行した健診受診券で確認する。 

（年度途中に新しく国保に加入した被保険者で受診希望者には、市で受診券を発行する。） 

２．検査項目 

 受診者全員に実施する基本的健診項目と医師の判断により実施する詳細健診項目（追加健診項目）が

ある。 

（１）基本的健診項目（必須項目） 

① 問      診：既往歴、自覚症状、服薬歴、喫煙歴、生活習慣等を質問票にて聴取する。 

 

 ② 理学的検査：視診、身体診察を実施する 

 

③ 身 体 計 測：身長、体重を測定し、ＢＭＩを算定（算定方法…ｐ４参照）及び腹囲測定 

（測定方法…ｐ５参照）を実施する 

 

④ 血 圧 測 定：収縮期血圧および拡張期血圧を測定する。 

 

 ⑤ 生化学検査：空腹時中性脂肪または随時中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、 

ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－ＧＴを測定する。 

 

⑥ 血 糖 検 査：空腹時血糖または随時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃを測定する。 

空腹時とは、食後 10時間以上経過した状態をいう。 

 

⑩ 尿 検 査：尿中の糖、蛋白、潜血の有無。随時採尿を、試験紙を用いて検査する。 

（２）追加健診項目（必須項目） 

  ① 生化学検査：血清尿酸、血清クレアチニンを測定する。血清クレアチニン検査から 

               ｅＧＦＲを表示する。 

 

  ② 尿 検 査：尿中の潜血の有無を検査する。 

（３）詳細健診項目（追加健診含む） 

① 心電図検査：安静時の標準 12誘導心電図を記録。 

 

② 眼 底 検 査：無散瞳型カメラを使用し、両眼の眼底撮影を行う。その上で、重度な側の 

眼底所見を記載する。 

眼科専門医においては、直接眼底検査をして判定してよい。 

 

③ 貧血検査等：血液中の赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、白血球数、血小板数を測定。 

           

※当分の間、白血球数・血小板数については測定及び報告は任意とする。 
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Ⅱ．健診内容と判断基準  

１．詳細健診項目の判断基準 

以下の基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細な健診を実施する。 

（基準に該当した者すべてに対して詳細健診を実施することは適当ではなく、受診者の性別、年齢等を踏

まえ、医師が個別に判断する必要がある。）その際、医師は詳細健診を必要と判断した理由を受診者に説

明するとともに、保険者に示すこと。 

 なお、ほかの医療機関等において行った最近の検査結果が明らかで、再度検査を行う必要がないと判

断される者、現に糖尿病、高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患、脳血管疾患等の疾患により医療機関

において管理されている者については、医師の判断により詳細健診を行う必要はない。） 

 

なお、健診受診録には、実施の理由を必ず記載する。 

詳細項目  実施できる条件（判断基準） 

貧血検査等（ヘマトクリッ
ト値、血色素量、赤血球
数 、白血球数及び血小
板数の測定） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者  

心電図検査  

（12 誘導心電図） 

当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が 140mmHg 以上若

しくは拡張期血圧が 90mmHg 以上の者又は問診等において不整脈

が疑われる者  

眼底検査（両眼） 

当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のａ、ｂのうちいずれ

かの基準又は②血糖の値がａ、ｂ、ｃのうちいずれかの基準に該当した

者  

 
①血圧  

 ａ収縮期血圧     140mmHg 以上    

  ｂ拡張期血圧      90mmHg 以上  

 

②血糖※  

  ａ空腹時血糖     126mg/dl 以上  

  ｂHbA1c（NGSP）  6.5％以上  

  ｃ随時血糖      126mg/dl 以上  

  ※当該年度の血糖検査の結果が確認できない場合は、前年度の結果による  

 

２．追加健診項目の判断基準 

詳細健診の判断基準に該当せず、下記の条件で当該検査項目実施が必要と医師が判断した場合は、

市の追加健診を実施する。 

  

（１）心電図検査 

  次の①～⑥のいずれかの条件に該当する者に行う。 

   ① 自覚症状から脳卒中、心臓病または糖尿病が疑われる者 

 

   ② 既往歴で以下に掲げる疾患等を有する者 

     １．心臓病（心筋梗塞、狭心症、心不全、弁膜症、不整脈、その他の心臓病） 

     ２．脳卒中 
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     ３．高血圧 

４．糖尿病 

５．腎臓病 

６．高脂血症 

７．尿糖陽性 

８．眼底出血 

 

③ 家族歴で以下に掲げる疾患の既往がある者 

１．心臓病 

２．脳卒中 

３．糖尿病  

 

④ 喫 煙 

現在喫煙している者 

 

⑤ 飲 酒 

現在日本酒に換算して 1日平均 2合上飲酒している者 

 

⑥ 身体計測、身体診察、血圧測定、尿検査等により、次のいずれかが認められる者 

肥 満（BMI 25以上の者、又は腹囲が男性 85cm以上・女性 90cm以上の者） 

不整脈 

心雑音（明らかな機能性雑音と考えられるものは除く） 

浮 腫 

高血圧 

尿糖陽性 

尿蛋白陽性  

 

（２）眼底検査（両眼） 

   心電図検査の要件に該当する者のうち、医師が必要と判断する者に行う。 

   心電図検査および眼底検査は、循環器検査としての意義はそれぞれ異なる。すなわち、心電図は主

として冠状動脈の硬化度と高血圧に伴う変化を反映し、眼底検査は主として脳動脈の硬化度と高血

圧に伴う変化を反映するとされている。 

 

（３）貧血検査等 

   既往に貧血がある者、視診等で貧血が疑われるもの、自覚症状等で医師が必要と判断した者に実

施する。 

 

 

 

（付記１）健康診査の結果から、医療機関として直ちに受診勧奨が必要な者については、受診を勧奨し、診

療報酬により、必要な検査を実施する。 
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Ⅲ．検査測定時の留意事項と結果報告（データ入力）の留意事項 

 

 

１. 結果報告（データ入力）の留意事項（フリーソフトの場合） 
   

  ①基本的健診項目（必須項目）の結果は、全て数値で報告（入力）が必要である。 

検査不可の場合でも、数値の入力がないと健診を実施したとみなされないため、注意が必要であ

る。検査ができなかった場合は、データー入力欄に設定した入力最小値を入れ、「測定不能」と設

定する。 

    例） 身長の入力最小値の設定が「１００」の場合 → 「１００」と入力し、検査項目に測定不能の設

定を行う。 

  ②質問項目のうち、特に、特定保健指導の階層化に必要な「服薬歴（治療歴）」「喫煙歴」の入力がな

いと健診を実施したとみなされないため、留意すること。 

  ③尿検査が測定できなかった場合の処理について。 

     女性で生理中または、腎疾患で測定不可の場合、「測定不能」とし報告するが、総合コメント欄、ま

たは、尿検査項目の備考欄等に、測定できなかった理由を記載すること。 

    例） 腎疾患のため、尿検査測定不能 等 

 

２. 検査測定時の注意事項 

  

（１）身長測定について 
  （測定できない場合の対応） 

車椅子等で起立が困難な場合や身体状況で測定ができない場合は、過去の測定結果の自己申 

告数値を記載する。自己申告がなく数値が不明な場合は、入力最小値を入れ、その項目に「測定

不能」と設定する。              

 

（２）ＢＭＩの算出について 
＊データソフトでは、身長、体重を入力すると自動計算で算出される。 

【計算式】ＢＭＩ＝ 体 重（Kg）÷ 身 長（ｍ） ÷ 身 長（ｍ） 

    身長(cm)・体重(Kg)とも小数第１位までの数値で計算後、小数第２位を四捨五入し、 

小数第１位までの数値で記入する。 

    （例） 身長 １６０．５cm 、体重 ６３．４Kg の場合 

    ＢＭＩ＝６３．４（Kg）÷１．６０５（m）÷１．６０５（m） 

       ＝２４．６１１５６・・・・ 

       ＝２４．６ （小数第２位四捨五入） 

 

     身長、体重の数値が不明で算出できない場合は、入力最小値を入れる。 
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腹囲の計測位置・手順 

 

① 軽く両腕をあげてもらい、 

へその高さに巻尺をあてる。     

② 巻き尺が水平に巻かれてい 

るか確認する。 

③ 測定するときは、両腕を体の 

横に自然に下げてもらい、普 

通の呼吸で息をはいた終わり 

に目盛りを読み取る。 

 

（３）腹囲の測り方について 
   特定保健指導の階層化において重要な測定項目なので、測定手技を統一し実施する。 

  

（方法） 

① 立位でへその高さで計測する。両足は、閉じてもらい、両腕はからだの横に自然に下げ、 

腹壁に力が入らないようにする。顔は、正面を向いてもらう。 

（下を向くことによる測定誤差を避ける） 

② 脂肪蓄積で、臍が下方に偏位している場合は、肋骨下縁と上腸骨棘の中点で測定する。 

目視での位置決めは正確性に欠けるため、縦位置の長さをメジャー等で測定し中点の高さで 

測定する。 

③ 巻尺が水平面できちんと巻かれているか、たるみやズレがないかを確認し、普通の呼吸での 

呼気の終りに測定する。 

④ 対象者の背部に「補助者」が位置し巻尺の位置の確認をすることが望ましいが、一人で測定する 

場合は、斜め後ろに姿見（鏡）を置くこと等で巻尺の位置を確認できる。 

⑤ 測定者は、巻尺の目盛を正確に読み取るため、巻尺と目線の高さを同等にする。（対象者正面で 

膝を床についた状態）目盛りは 0.１ｃｍまでの単位で読みとる。 

⑥ 車いす等で座位のままであっても、可能な限り上記に近い測定条件で測定する。 

⑦ できるだけ、飲食直後の測定は避けるようにする。（食後２時間以上） 

⑧ 正確な計測を行うため、下着（特に、身体を締めつけるようなボディスーツ・ガードル等）などは 

着用せずに、直接腹部を計測する。なお、計測の際は他の人から見えないような配慮をし、受診 

者の負担にならないようにすること。 

   

  

      

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



異常なし 要指導 要医療

基準範囲内 生活習慣改善の必要あり 受診勧奨

㎏/㎡ １８.５～２４.９
２５.０以上
１８.４以下

腹囲 男 ｃｍ ８４．９以下 ８５．０以上

女 ｃｍ ８９．９以下 ９０．０以上

㎜Ｈｇ １２９以下 １３０～１３９ １４０以上

㎜Ｈｇ ８４以下 ８５～８９ ９０以上

尿酸 ㎎/㎗ ７．０以下 ７．１～７．９ ８以上

男 ㎎/㎗ ０.４５～１.１４ １.１５～１.３４ １.３５以上

女 ㎎/㎗ ０.３５～０.９４ ０.９５～１.１４ １.１５以上

eGFR mL/min/1.73 ㎡ ６０未満 ４５未満

尿蛋白 （－） （±） （＋以上）

尿潜血 （－） （±） （＋以上）

（－） （±） （＋以上）

㎎/㎗ ９９以下 １００～１２５ １２６以上

㎎/㎗ ９９以下 １００～１２５ １２６以上

％ ５.５以下 ５．６～６．４ ６.５以上

㎎/㎗ ４０以上 ３５～３９ ３４以下

㎎/㎗ １１９以下 １２０～１３９ １４０以上

㎎/㎗ １４９以下 １５０～２９９ ３００以上

㎎/㎗ １７４以下 １７５～２９９ ３００以上

Ｕ/ｌ ３０以下 ３１～５０ ５１以上

Ｕ/ｌ ３０以下 ３１～５０ ５１以上

γ-ＧＴ Ｕ/ｌ ５０以下 ５１～１００ １０１以上

男 万/mm3 ４００～５７９
３７０～３９９
５８０以上

３６９以下

女 万/mm3 ３７０～５４９
３４０～３６９
５５０以上

３３９以下

男 ｇ/㎗ １３.１～１７.９ １２.１～１３.０
１２.０以下
１８.０以上

女 ｇ/㎗ １２.１～１５.９ １１.１～１２.０
１１．０以下
１６．０以上

男 ％ ３８.０～５４.９
３６.０～３７.９

５５.０以上
３５.９以下

女 ％ ３３.０～４７.９
２９.０～３２.９

４８.０以上
２８.９以下

mm3
４，０００～
９，５００

３，０００～３，９９９
９，５０１～１１，０００

２，９９９以下
１１，００１以上

万/mm3 １３.０～３６.９
９．０～１２．９

３７．０～４４．９
８．９以下

４５．０以上

Ⅳ. 特定健康診査判定基準早見表

身
体
計
測

 項目                              判定区分　　　　　 単位

ＢＭＩ

血
圧

収縮期血圧

拡張期血圧

尿糖

血糖（空腹時）

ヘモグロビンＡ１ｃ(NGSP値）

血糖（随時）※１

クレアチニン腎
臓
・
尿
路

糖

白血球数

ＨＤＬコレステロール

ＬＤＬコレステロール

空腹時中性脂肪

肝
臓

ＡＳＴ（ＧＯＴ）

ＡＬＴ（ＧＰＴ）

脂
質

随時中性脂肪

※１ 食後３．５時間以上１０時間未満に採血した場合の基準値

血小板数

心電図 別表参照

赤血球数

血色素量

ヘマトクリット

眼底 別表参照

血
液
一
般
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Ⅴ．メタボリックシンドローム判定基準 

＊受診者全員にメタボリックシンドローム（症候群）の判定を行う。 

（入力ソフトでは、自動判定が可） 

＊特定保健指導判定とは、基準値が異なるので注意する。               

 

1. 項 目 

（１）腹 囲 男性８５ｃｍ以上、女性９０ｃｍ以上 

(２)血中脂質 中性脂肪１５０mg/dl以上（やむを得ない場合は随時中性脂肪１75mg/dl以上）、 

またはＨＤＬコレステロール値が４０mg/dl未満 

または、医師からの処方によるコレステロールの薬を服用中 

(３)血 圧 収縮期血圧１３０ｍｍHg以上、または拡張期血圧８５ｍｍHg以上 

または、医師からの処方による薬を服用中 

(４）血 糖 空腹時血糖(やむを得ない場合は随時血糖)１１０mg/dl以上、 

またはＨｂＡ１ｃ(NGSP)６．０％以上 

         または、医師からの処方による薬を服用中 

＊両方（空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ）を検査している場合は空腹時血糖の値で判定する。 

 

2. 判 定 

（１）基準該当 腹囲が、上記基準に該当し、項目２～４のうち 2項目以上が該当する場合  

(２）予備群該当 腹囲が、上記基準に該当し、項目２～４のうち 1項目が該当する場合 

(３）非 該 当 腹囲が、上記基準に該当するが、項目２～４のうち１つも該当しない場合、 

または、腹囲が、基準値未満の場合 

(４）判定不能 腹囲を測定していない場合、または、腹囲は測定したが項目２～４の検査の 

どれかひとつでも実施していない場合。ただし基準該当の条件を満たしている場合 

を除く。 

 

＊血圧、血液検査の一部が未実施でも、当該項目に「服薬歴」がある場合は、リスクとしてカウント

する。 
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Ⅵ．特定保健指導の階層化 

特定健診の結果から、特定保健指導の対象者を見つけ出すために、内臓脂肪蓄積の程度とリ

スク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ、基準により保健指導レベル（階層化）の判定

を行う。（入力ソフトにより自動判定がされる。） 

  

１． 保健指導レベルと実施者 

「情報提供」：  健診結果の返却時、受診者全員に健診機関（医師等）が実施する。 

健診の意義、見方、生活習慣病予防に関することなどを個人に合わせて 

情報提供する。（リーフレット活用）     

「動機付け支援」：    対象者全員に通知し、福島市及び特定保健指導実施機関において 

特定保健指導を実施する。 

「積極的支援」：    対象者全員に通知し、福島市及び特定保健指導実施機関において 

特定保健指導を実施する。 

 

２． 保健指導の階層化（判定基準） 

＊質問項目において、血圧、コレステロール、血糖の内服治療中、またはインスリン治療中の者は除く 

腹 囲 
追加リスク 

喫煙歴 
対 象 

①血糖②脂質③血圧 ４０－６４歳 ６５－７４歳 

男性８５ｃｍ以上 

女性９０ｃｍ以上 

２つ以上該当   積極的 

支援 

 

動機付け支援 
１つ該当 

あり 

なし   

上記以外で 

ＢＭＩ２５以上 

３つ該当   積極的 

支援 

 

動機付け支援 
２つ該当 

あり 

なし   

１つ該当     

 

追加リスク 数 値 

①血糖 

空腹時血糖 
１００ｍｇ／ｄｌ以上 

随時血糖※４ 

ＨｂＡ１ｃ ５．６％以上（※３） 

②脂質 

中性脂肪 １５０ｍｇ／ｄｌ以上 

随時中性脂肪※４ １７５ｍｇ／ｄｌ以上 

ＨＤＬ 

コレステロール 
４０ｍｇ／ｄｌ未満 

③血圧 

収縮期血圧 １３０ｍｍHｇ以上 

拡張期血圧 ８５ｍｍHｇ以上 

 

※【留意事項】 

１． ＢＭＩ２０未満でかつ「腹囲」省略（不実施）

の場合は、「なし」と判定する。 

２． ＢＭＩが計算されない場合でも、腹囲が基

準値以上であれば「判定不能」として扱わ

ず、階層化の判定をする。 

３． 血糖検査については、空腹時血糖と

HbA1c の両方を測定している場合には、

空腹時血糖を使用する。 

４． やむを得ない場合は随時で測定する。 



Ⅶ.　心電図・眼底検査判定基準

心電図所見 要　指　導 要　医　療

ＷＰＷがあればとらない ＷＰＷがあればとらない

・Ｑの幅≧0.03秒
　（aＶFにQのあるⅢ,Ｒ≧0.3mＶのaＶL、aＶF）
・Ｑの幅≧0.02秒,かつＱ／Ｒ≧１／５
　（Ⅰ、Ⅱ、Ｖ2～Ｖ6）
・Ｑの深さ≧0.5mＶ（Ⅲ、aＶF）
・ＱＳ型（Ｖ1とＶ2）
・右寄りの胸部誘導の初期R≧0.2mＶがそれ以下
　に減高
　（Ｖ2とＶ3、Ｖ3とＶ4、Ｖ4とＶ5またはＶ5と
　　Ｖ6の間）

・Ｑの幅≧0.05秒（aＶFにQのあるⅢ、aＶF）
・Ｑの幅≧0.04秒
　（Ⅰ、Ⅱ、Ｒ≧0.3mＶのaＶL、Ｖ1～Ｖ6）
・Ｑの幅≧0.03秒、かつＱ／Ｒ≧１／３
　（Ⅰ、Ⅱ、Ｖ2～Ｖ6）
・右寄りの胸部誘導にＲ波があるときのＱＳ型
　（Ｖ2～Ｖ6）
・ＱＳ型（左脚ブロックのないときⅢとaＶF、Ｖ1
　　～Ｖ4、Ｖ1～Ｖ5）

低電位、ＷＰＷ、心室内伝導異常があればとらない

・左軸偏位　（－30°～－90°）
・右軸偏位　（＋120°～－150°）
・極端な軸偏位　（－91°～－149°）
・不定軸（前額面に垂直）

左室肥大
・ＲＶ５またはＶ６＞3.0mＶ
・ＳＶ１＋ＲＶ５またはＶ６＞4.0mＶ

・Ｖ5またはＶ6のＲ＞3.0 mＶ  かつ  ストレイン
　型ＳＴ－Ｔ変化
・Ｖ1のＳ＋Ｖ5またはＶ6のＲ＞4.0 mＶ  かつ
　ストレイン型ＳＴ－Ｔ変化

右室肥大
・ＲＶ1≧0.5mＶ  かつ  Ｒ＞Ｓ、 ただしＶ2の
　Ｒ≧Ｓ

ＷＰＷ、左脚ブロック、心室内ブロックがあればとらない
右脚ブロックの場合はＩ、Ｖ5、Ｖ6 で判定

ＷＰＷ、左脚ブロック、心室内ブロックがあればとらない
右脚ブロックの場合はＩ、Ｖ5、Ｖ6 で判定

・ＳＴ-Ｊ下降≧0.1mＶ、かつＳＴ部上行性
　（Ⅰ，Ⅱ，ａＶＬ，Ｖ２～Ｖ６）
・軽度の平低Ｔ、陰性Ｔ
　〇陽性Ｔ／Ｒ≦1／10（Ⅰ,Ⅱ,aＶＬ,Ｖ３～Ｖ６）
　〇Ｔ平坦または陰性Ｔ＜0.1mＶ
　（Ⅰ,Ⅱ,Ｒ≧0.5mＶのaＶＬ，Ｖ３～Ｖ６）

・ＳＴ部がほぼ水平または下行性で、ＳＴ部下降
　≧0.05mＶ（Ⅰ、Ⅱ、aＶL、aＶF、Ｖ1～Ｖ6）
・ＳＴ上昇≧0.2mＶ（Ｖ1～Ｖ4）
・ＳＴ上昇≧0.1mＶ
　（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aＶL、aＶF、Ｖ5、Ｖ6）
・陰性Ｔ≧0.1mＶ（Ⅰ、Ⅱ、Ｒ≧0.5mＶのaＶL、
　ＱＲＳが上向きのaＶF、Ｖ3～Ｖ6）

房室
伝導異常

・ＰＱ延長：ＰＱ≧0.22秒(第1度房室ブロック)
・ＰＱ短縮：ＰＱ＜0.12秒

・第２度房室ブロック （Ｗenckebach型）
・第２度房室ブロック （ＭobitzⅡ型）
・第３度（完全）房室ブロック
・ＷＰＷ症候群
・人工ペースメーカー

心室内
伝導異常

・完全右脚ブロック
・不完全右脚ブロック
　（Ｖ１またはＶ２でＲ’＞Ｒの場合のみ）

・完全左脚ブロック
・不完全左脚ブロック
・左脚前枝ブロック
・左脚後枝ブロック
・両脚ブロック
・心室内ブロック

不整脈

・100／分＜洞頻脈≦120／分
・50／分＞洞徐脈≧40／分
・上室期外収縮,心室期外収縮：（全拍動数
　の10％未満）
・心房調律、移動性心房調律、房室接合部調律

・洞頻脈＞120／分
・洞徐脈＜40／分
・上室期外収縮、心室期外収縮：頻発（全拍
　動数の10％以上）、連発、多源性、またはＲonＴ
・心房細動、心房粗動
・上室頻拍、心室頻拍、洞停止、洞房ブロック、
　頻脈徐脈症候群、房室解離、一過性心室細動、
　心室調律

その他
・低電位差（胸部誘導）
・左房負荷
・右房負荷

・ＱＴ延長（ＱＴｃ＞0.47）
・Ｂrugada 波形 coved 型
・Ｂrugada 波形 saddle back 型
・Ｐの高さ≧0.25mＶ（Ⅱ、Ⅲ、aＶF）
・Ｐの幅≧0.12秒（Ⅰ、Ⅱ）
・ＳＴ上昇≧0.1mＶ
　（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aＶL、aＶF、Ｖ5、Ｖ6）
・ＳＴ上昇≧0.2mＶ（Ｖ1～Ｖ4）
・陰性Ｕ波（Ｖ2～Ｖ6）
・全胸部誘導の低電位(Ｒ＋Ｓ＜１mＶ)(Ｖ1～Ｖ6)

ＳＴ－Ｔ
異常心

　
電
　
図

異常Ｑ波
ＱＳ型

軸偏位
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眼 
 
 
 

底 

     指導区分       

眼底所見 
要指導         要医療 備考 

高血圧眼底  

（ＫＷ分類） 
Ⅰ･Ⅱａ群 Ⅱｂ・Ⅲ・Ⅳ群 

所見に加えて年齢も参考とし判定する

こと。 網膜細動脈硬化 

（Ｓ分類） 
１・２度 ３・４度 

Wong-Mitchell 

分類 
軽度 中等度・重度 

年齢・動脈硬化リスクファクターを考慮

すること。 

改変Davis  
網膜症無し 

以外すべて 
 

糖尿病網膜症  すべて  

緑内障性乳頭陥凹  すべて 判定基準を参考にすること。 
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 眼底検査判定基準の詳細  

１．眼底検査判定基準 
 

表１．Ｋeith-Wagener分類慶大変法 

眼底病名 
Ｋeith-Wagener 

群 別 
眼 底 所 見 

眼底正常 
Ⅰ 群 

(SoHo)所見なし（まれ）(Keith-Wagener ０群) 

高血圧眼底 

網膜動脈の軽度の狭細および硬化(Scheie変法 1度) 

Ⅱ 群 

ａ 
動脈硬化明らかとなり(Scheie変法 2度以上)、狭細も 

Ⅰ群に比して高度となる。 

ｂ 
上記に加えて、動脈硬化性網膜症または網膜(中心)静脈 

(分枝)閉塞症が見られる。 

高血圧網膜症 

Ⅲ 群 

著明な硬化性変化に加えて、血管痙縮性網膜症がある。 

すなわち、網膜浮腫・綿花様白斑・出血が認められ、 

動脈狭細が著しい。 

Ⅳ 群 
上記Ⅲ群の所見に加えて、測定可能の程度以上の 

乳頭浮腫がある。 

 

注(1)各群ともに、必ず硬化性変化の程度(Scheie変法)を付記する。 

(2)血管痙縮と動脈硬化(Scheie 変法 ２度以上)があっても網膜症のないものはⅡａ群に入れて経過を観察する。

(3)網膜動脈硬化が著明でないものは、眼底所見のみによってⅣ群と判定してはならない。全身所見を十分に考慮 

  すべきである。 

(4)高血圧なくして、網膜動脈の硬化・痙縮などがあれば、その主な症状に従って病名(網膜細動脈硬化・ 

    網膜動脈アテローム硬化症・網膜動脈痙縮症など)を付して、血管病変の程度を付記しておく。 

(5)急性血管痙縮性網膜症・本態性高血圧以外の血圧亢進による眼底病変は別個に考える。 

(6) Ｋeith-Wagener分類を、特別の場合を除き、眼底所見の分類と解する。 
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表２．Ｓcheie分類日本循環器管理研究協議会変法（1966） 

区分 

程度 
高血圧性所見（Ｈ所見） 

区分 

程度 
硬化性所見（Ｓ所見） 

０  度 正常 ０  度 正常 

１  度 
細動脈狭細（＋）ａｎｄ／ｏｒ 

細動脈口径不同（＋） 
１  度 

交叉現象（＋）ａｎｄ／ｏｒ 

細動脈反射（＋） 

２  度 
細動脈狭細（＋＋）ａｎｄ／ｏｒ 

細動脈口径不同(＋＋) 
２  度 

交叉現象（＋＋） 

または銅線状 

３  度 

２度の変化に加えて、出血点、出血斑のみ

られるもの、ただし網膜中心静脈血栓症を

除く 

３  度 

交叉現象（＋＋）および銅線状 

または銀線状または白線状、交叉現象

（＋＋＋）または銀線状または白線状 

３ 度＋ 

網膜炎 

上記３度の変化に加えて、綿花様白斑また

は網膜浮腫のあるもの 
４  度 

交叉現象(＋＋＋)および銀線状か白線

状 

４  度 ３度＋網膜炎に乳頭浮腫のあるもの 判定不能  

そ の 他 

 

Ｈ所見が０度または１度で、出血、 

硬性白斑、軟性白斑、浮腫のいずれかがあ

るもの 

 

 

 

判定不能    

 

表３． 糖尿病網膜症の病期分類 

単純性（背景） 
軽 症：毛細血管瘤、網膜小出血のみ 

中等症：硬性白斑、網膜浮腫 

前増殖性 軟性白斑、網膜内細小血管異常、静脈異常 

増殖性 

活動期（ｗｅｔ，ｆｌｏｒｉｄ） 

停止期（ｄｒｙ，ｓｔａｂｌｅ） 

退行期（ｂｕｒｎ ｏｕｔ） 

             

表４． 緑内障性乳頭陥凹の特徴と関連所見 

 

・ 垂直Ｃ／Ｄ比が０．６以上ある。 

・ 乳頭辺縁に陥凹の一部拡大あるいは切れ込み（ｆｏｃａｌ ｅｒｏｓｕｏｎ，ｒｉｍ ｎｏｔｃｈｉｎｇ）が 

ある。 

・ 乳頭陥凹が全体的に拡大している。 

・ 乳頭部の網膜中心静脈が鼻側に偏位している。 

・ 乳頭陥凹底中央に篩状板孔の露出がある。 

・ 乳頭辺縁が欠損している。 

・ 乳頭辺縁やその近傍に線状出血がある。 

・ 網膜神経線維束の欠損が見られる。 
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 表５．Wong‐Mitchellによる高血圧に関わる網膜血管病変分類とScheie分類との対応表 

重症度分類 所見 Ｋeith-Wagener分類 Scheie分類 

なし 所見なし ０群 H０S０ 

軽度 

網膜細動脈のびまん性狭細、網膜細動脈の

局所狭細化・口径不同、動静脈交叉現象、

反射更新・混濁（銅線動脈） 

Ⅰ/Ⅱ群 

H０S１～４ 

H１S０～４ 

H２S０～４ 

中等度 

網膜出血（斑状、点状、火炎状）、毛細血管

瘤、綿花状白斑、硬性白斑などの網膜症所

見 

Ⅲ群 H３S０～４ 

重度 網膜症所見に加えて乳頭浮腫 Ⅳ群 H４S０～４ 

 

 

 

 表６．糖尿病網膜症の国際重症度分類および改変Davis分類との対応表 

重症度分類 眼底所見 改変Davis分類 

明らかな網膜症なし 異常なし 網膜症無し 

軽症非増殖糖尿病網膜症 毛細血管瘤のみ 

単純網膜症 
中等非増殖糖尿病網膜症 

毛細血管瘤異常の病変を認めるが、重症非増殖網膜症

より軽症 

重症非増殖糖尿病網膜症 

以下の所見を一つ以上認め、かつ増殖網膜症の所見を

認めない 

1. 眼底の 4 象限のいずれにも 20 以上の網膜内出

血がある 

2. 眼底の2象限以上に明らかな数珠上静脈がある 

3. 眼底の 1 象限以上に明らかな網膜内細小血管異

常がある 

増殖前網膜症 

増殖糖尿病網膜症 

以下のいずれかの所見を認める 

1. 新生血管 

2. 硝子体/網膜前出血 

増殖網膜症 

 

注） 既に糖尿病と診断されている者、糖尿病が疑われた者は、定期的に眼科で眼科検査が必要であること

を勧める 
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眼底検査所見一覧表（参考資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【網膜病変】  

高血圧眼底                       硝子沈またはドルーゼン 

網膜細動脈硬化                    有髄神経線維 

糖尿病網膜症 静脈蛇行、血管蛇行、血管走行異常 

光凝固術後または瘢痕                網膜色素上皮剥離 

網脈絡膜萎縮 網膜色素斑 

網膜出血 網膜絡膜欠損 

硬性白斑、輪状網膜症                網膜血管腫 

綿花様白 網膜血管吻合 

網膜中心静脈閉塞症 新生血管 

網膜静脈分枝閉塞症 高度近視 

網膜色素変性症、網膜変性 豹紋状眼底 

白点状網膜症 白子眼底 

網膜中心動脈閉塞症 網膜動脈瘤 

網膜動脈分枝閉塞症 網膜腫瘍 

網膜色素線条 網膜ひだ 

増殖性網膜硝子体症 後部ぶどう腫 

網膜剥離  

網膜神経線維束欠損  

 【硝子体病変】 

硝子体混濁、硝子体閃輝症、 

星状硝子体症、硝子体融解 

硝子体出血 

【脈絡膜病変】 

ぶどう膜炎 

脈絡膜腫瘍、脈絡膜血管腫 

原田病 

【その他】 

白内障 

 

【黄斑部病変】 

黄斑変性症 

黄斑円孔 

黄斑前線維症、セロファン黄班症 

 

【視神経乳頭病変】  

乳頭陥凹 緑内障性乳頭陥凹 

うっ血乳頭、乳頭浮腫、乳頭充血 乳頭上血管蛇行 

視神経乳頭蒼白、視神経萎縮 乳頭部先天異常 

乳頭部出血 乳頭前膜  乳頭部腫瘍 
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Ⅷ．判定・総合医師判定 

項目判定について 

   各検査項目ごと判定基準をもとに「基準範囲（異常なし）」「生活習慣改善の必要あり（要指導）」 

「受診勧奨（要医療）」の判定を行う。また、総合医師判定では、下記を参考に決定する。 

  

「異常認めず」 

    「要医療」「要指導」に該当する条件がなく、各検査項目のいずれにおいても「異常認めず」 

「異常無」の場合 

  

「要指導」：生活習慣の改善が必要または経過観察が必要 

    「要医療」に該当する条件がなく、各検査項目のいずれかにおいて「要指導」判定がある場合 

    

「受診勧奨（要医療・要精検）」 

① 検査結果により「要医療」判定がある場合 

② 身体診察、症状により受診勧奨が必要な場合 

③ 各検査項目において複数「要指導」があり、医師が「要医療」と判断した場合 

      （但し、この場合は「診断所見」の欄に要医療となった理由を記入すること） 

 

 「通院継続」 

質問項目で①～③により、血圧、血糖、脂質異常の内服治療中の者、④～⑦で、脳卒中、心臓病、 

慢性の腎不全、貧血を現在も治療している者。 

 

 

 


